
最高裁秘書第5969号

令和2年1月6日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長中村 1〕

司法行政文耆開示通知書

令和元年11月26日付け（同月28日受付，第014504号）で申出のあり

ました司法行政文耆の開示について,下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記 。

1 開示する司法行政文書の名称等

(1) 令和元年7月12日付け販売等許可申請書（申請者：チムニー株式会社）

（片面で2枚）

（2） 令和元年7月30日付け販売等許可申請書（申請者：ジヤパンビバレッジホ

ールディングス） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

(1) 1の(1)の文書には，個人識別情報（氏名， 印影等）が記載されており， これ

らの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当する

ことから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

（2） 1の(2)の文書には，個人識別情報（氏名等）及び公にすると法人等の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（印影）が記載され

ており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第2号イに定

める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開

示しないこととした。
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担当課 秘書課（文書室）電話03 (3264)5652 (直通）



等許可申
塞
頭 書売販

令和元年ワ月Iシ日
司法研修所長殿

申請者

（住所）

（電話）

(会社名）

（役職）

（氏名）
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裁判所の庁舎等の管理に関する規程第7条に基づき，下記のとおり申請します。

記

1： 申請に係る行為

伽鯏嫉／

画/諺噸: しr鰭2場所

日時

令和秀年(湘亨日
令和ん年(し月”日

申請に係る行為に従事する者

3

鮪圃 1 ，時e・分から
勘…童ゞｳﾋ） 午前．

4

洲妖
5 その他

。この申請は,下記の条件を付して許可する。 嘗､遠豊恥
一一

□この申請は，許可しない。

記

1 営業･販売を行う場所は，管理者から指示された場所のみとする。
2 喧嘩及び執勧な営業行為等は禁止する。

3 申請に係る行為に従事する者は，経理課にて入構証を受領し,入構証及び会
社名並びに氏名を記載した名札を着用すること。入構証は終了後，必ず返還
すること。

4 申請に係る行為に従事する者が交替したときは速やかに管理者に届け出る
こと。

令和元年 3月 7日
司法研修所長
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販売等許可申 請書

令和元年 7月30日

司法研修所長殿

申請者

（住所）東京都立川市花小f

（電話) 042-451-7775

（会社名） シ，ﾔﾊﾟﾝﾋﾞﾊ，ﾚｯｼ，ホール

(役職) ｜
(氏名) ’

東京都立川市花小金井6-20-6

042-451-7775

裁判所の庁舎等の管理に関する規程第7条に基づき，下記のとおり申請します。

記

申請に係る行為

お弁当の手売り販売

場所

西館lF・西館3F

日時

令和元年12月 5日 （木） 午前11時00分から

令和元年12月25日 （水） 午後 1時00分まで

申請に係る行為に従事する者

1

2

3

4

･’ ｜･■■■■･ ’ ｜･’ ･ ’ ･ ’
｜ ･■■･ ’ ｜ (株式会社松屋ﾌｰズ）

｜ (株式会社マルコシ) ’ ｜ (株式会社ジヤパンビバレッジイースト）

その他

前後30分位で準備及び片付け及び空き容器の回収

5

画この申請は，下記の条件を付して許可する。

□この申請は，許可しない。

記

1 営業・販売を行う場所は，管理者から指示された場所のみとする。
2 喧喚及び執勧な営業行為等は禁止する。

3 申請に係る行為に従事する者は，経理課にて入構証を受領し，入構証及び会社名並び
に氏名を記載した名札を着用すること。入構証は終了後，必ず返還すること。

4 申請に係る行為に従事する者が交替したときは速やかに管理者に届け出ること。

令和元年下月 7日
司法研修所長


